
令和 6年 7月 29日 

 

事 業 主 様 

被保険者 様 

サンヨー連合健康保険組合 

 

 

令和 6年 7月 25日からの大雨災害により被災した 

被保険者等に係る一部負担金等の取扱について 

   

 

このたびの災害により被災された加入者の皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。 

内閣府は、今回の災害を踏まえ、下記の市町村に対して災害救助法の適用を決定しました。 

この決定を踏まえ、当該の市町村に在住する世帯の当健保被保険者および被扶養者に係る一部負

担金の取扱等について、下記の措置を講じることをお知らせいたします。 

 

― 記 ― 

 

１．適用市町村 

 【秋田県】横手市・湯沢市・由利本荘市・大仙市・にかほ市・仙北市・北秋田郡上小阿仁村 

      仙北郡美郷町・雄勝郡羽後町・雄勝郡東成瀬村 

 

 【山形県】鶴岡市・酒田市・新庄市・寒河江市・村山市・尾花沢市・最上郡金山町・ 

      最上郡最上町・最上郡舟形町・最上郡真室川町・最上郡大蔵村・最上郡鮭川村・ 

      最上郡戸沢村・東田川郡三川町・東田川郡庄内町・飽海郡遊佐町 

 

２．措置内容 

① 医療機関等窓口における一部負担金の免除 

② 被災により被保険者証を紛失した場合の再交付 

 

３．上記①の対象となる被災 

災害救助法の適用を受けた市町における災害により、次のいずれかに該当する場合 

・被保険者の居住していた住家の全半壊、全半焼、全流出の損害を受けた状態 

・被保険者が重篤な傷病を負った状態 

・被保険者の行方が不明である状態 

 

４．適用期間 

災害発生日から原則3ヶ月間 

 

５．お問い合せ先 

サンヨー連合健康保険組合 業務課 中尾 TEL 06－6484－5822 

以 上 


